
○ マンナ運輸事件（京都地判平成24年７月13日）

【概要】
運送会社が、準社員からのアルバイト許可申請を４度にわたって不許可に

したことについて、後２回については不許可の理由はなく、不法行為に基づ
く損害賠償請求が一部認容（慰謝料のみ）された事案。

【判決抜粋】
労働者は、勤務時間以外の時間については、事業場の外で自由に利用する

ことができるのであり、使用者は、労働者が他の会社で就労（兼業）するた
めに当該時間を利用することを、原則として許され（ママ）なければならな
い。
もっとも、労働者が兼業することによって、労働者の使用者に対する労務

の提供が不能又は不完全になるような事態が生じたり、使用者の企業秘密が
漏洩するなど経営秩序を乱す事態が生じることもあり得るから、このような
場合においてのみ、例外的に就業規則をもって兼業を禁止することが許され
るものと解するのが相当である。

【参考】 裁判例

副業・兼業に関する裁判例
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○ 十和田運輸事件（東京地判平成13年６月５日）

【概要】
運送会社の運転手が年に１、２回の貨物運送のアルバイトをしたことを理

由とする解雇に関して、職務専念義務の違反や信頼関係を破壊したとまでい
うことはできないため、解雇無効とした事案。

【判決抜粋】
原告らが行った本件アルバイト行為の回数が年に１、２回の程度の限りで

認められるにすぎないことに、証拠及び弁論の全趣旨を併せ考えれば、原告
らのこのような行為によって被告の業務に具体的に支障を来したことはな
かったこと、原告らは自らのこのような行為について会社が許可、あるいは
少なくとも黙認しているとの認識を有していたことが認められるから、原告
らが職務専念義務に違反し、あるいは、被告との間の信頼関係を破壊したと
までいうことはできない。

○ 東京都私立大学教授事件（東京地判平成20年12月５日）

【概要】
教授が無許可で語学学校講師等の業務に従事し、講義を休講したことを理

由として行われた懲戒解雇について、副業は夜間や休日に行われており、本
業への支障は認められず、解雇無効とした事案。

【判決抜粋】
兼職（二重就職）は、本来は使用者の労働契約上の権限の及び得ない労働

者の私生活における行為であるから、兼職（二重就職）許可制に形式的には
違反する場合であっても、職場秩序に影響せず、かつ、使用者に対する労務
提供に格別の支障を生ぜしめない程度・態様の二重就職については、兼職
（二重就職）を禁止した就業規則の条項には実質的には違反しないものと解
するのが相当である。

参考資料２
（副業・兼業の促進に関するガ
イドライン パンフレット抜粋）



○ 橋元運輸事件（名古屋地判昭和47年４月28日）

【概要】
会社の管理職にある従業員が、直接経営には関与していないものの競業他

社の取締役に就任したことは、懲戒解雇事由に該当するため、解雇有効とし
た事案。

【判決抜粋】
元来就業規則において二重就職が禁止されている趣旨は、従業員が二重就

職することによって、会社の企業秩序をみだし、又はみだすおそれが大であ
り、あるいは従業員の会社に対する労務提供が不能若しくは困難になること
を防止するにあると解され、従って右規則にいう二重就職とは、右に述べた
ような実質を有するものを言い、会社の企業秩序に影響せず、会社に対する
労務の提供に格別の支障を生ぜしめない程度のものは含まれないと解するの
が相当である。

２

○ 小川建設事件（東京地決昭和57年11月19日）

【概要】
毎日６時間にわたるキャバレーでの無断就労を理由とする解雇について、

兼業は深夜に及ぶものであって余暇利用のアルバイトの域を超えるものであ
り、社会通念上、会社への労務の誠実な提供に何らかの支障を来す蓋然性が
高いことから、解雇有効とした事案。

【判決抜粋】
労働者は労働契約を通じて一日のうち一定の限られた時間のみ、労務に服

するのを原則とし、就業時間外は本来労働者の自由であることからして、就
業規則で兼業を全面的に禁止することは、特別な場合を除き、合理性を欠く。
しかしながら、･･･（中略）･･･兼業の内容によつては企業の経営秩序を害

し、または企業の対外的信用、体面が傷つけられる場合もありうるので、従
業員の兼業の許否について、労務提供上の支障や企業秩序への影響等を考慮
したうえでの会社の承諾にかからしめる旨の規定を就業規則に定めることは
不当とはいいがたく、したがつて、同趣旨の債務者就業規則第三一条四項の
規定は合理性を有するものである。

○ 都タクシー事件（広島地決昭和59年12月18日）

【概要】
隔日勤務のタクシー運転手が、非番日に輸出車を船積みするアルバイトに

月７、８回たずさわったことを理由とする解雇に関して、労務提供に支障が
生じていないこと、他の従業員の間でも半ば公然と行なわれていたとみられ
ること等の事情から、具体的な指導注意をしないまま直ちになした解雇は許
されないとした事案。

【判決抜粋】
就業規則において兼業禁止違反の制裁が懲戒解雇を基準としていること等

に照らすと、就業規則によって禁止されるのは会社の秩序を乱し、労務の提
供に支障を来たすおそれのあるものに限られると解するのが相当である。
タクシー乗務の性質上、乗務前の休養が要請されること等の事情を考える

と、本件アルバイトは、就業規則により禁止された兼業に該当すると解する
のが相当である。しかしながら、現実に労務提供に支障が生じたことをうか
がわせる資料はないこと、従業員の間では半ば公然と行なわれていたとみら
れ、かつ、アルバイトについての具体的な指導注意がなされていなかったこ
と、･･･（中略）･･･等の事情を綜合すると、何らの指導注意をしないまま直
ちになした解雇は（懲戒解雇を普通解雇にしたとしても）余りに過酷であり、
解雇権の濫用として許されないものと認めるのが相当である。



○ 古河鉱業事件（東京高判昭和55年２月18日）

労働者は労働契約に基づき労務を提供するほか、信義則により

使用者の業務上の秘密を守る義務を負うとしたうえで、会社が機

密漏洩防止に特段の配慮を行っていた長期経営計画の基本方針で

ある計画基本案を謄写版刷りで複製・配布した労働者に対する懲

戒解雇を有効と判断した事案。

在職中の秘密保持義務に関する裁判例

在職中の競業避止義務に関する裁判例
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○ 協立物産事件（東京地判平成11年５月28日）

労務者は、使用者との雇用契約上の信義則に基づいて、使用者

の正当な利益を不当に侵害してはならないという付随的な義務を

負い、原告の就業規則にある従業員の忠実義務もかかる義務を定

めたものと解されるとしたうえで、外国会社から食品原材料等を

輸入する代理店契約をしている会社の従業員について、在職中の

競業会社設立は、労働契約上の競業避止義務に反するとされた事

案。


